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計画の位置づけ

庁内組織

地域の関係機関

Ⅰ　基本的事項

計画期間

実施体制・
関係者連携

　計画の策定評価は、平成２９年１２月１日に設置した「蒲郡市国民健
康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）評価策定委員会」におい
て実施し、被保険者を代表する委員・保険医または保険薬剤師を代表す
る委員・公益を代表する委員・被用者保険等を代表する委員で構成され
る蒲郡市国民健康保険運営協議会に諮ります。

令和６年度（2024年度）から令和１１年度（2029年度）までとしま
す。

　本計画は、第五次蒲郡市総合計画を上位計画とし「豊かな自然　一人
ひとりが輝き　つながりあうまち～君が愛する蒲郡～」を実現するため
の基本目標の一つである「笑顔つながる幸せに暮らせるまちづくり」に
基づき、「健康がまごおり２１計画」との関連性をもち、策定いたしま
す。
　なお、本市は令和２年２月に「蒲郡市SDGｓ推進方針」を策定し、Ｓ
ＤＧsの推進に関する基本的な方針を定めています。本計画においても、
SDGｓを一体的に推進します。

背景と目的

　平成２５年６月１４日に閣議決定された「日本再興戦略」において、
「国民の健康寿命の延伸」を重要施策と位置づけ、全ての健康保険組合
は、健康診査及び診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）等の
データを分析し、それに基づく被保険者の健康保持増進のための事業計
画として「計画」の作成・公表・事業実施・評価等の取り組みを行うこ
とを推進する」とされました。
　本市においては、平成２７年度に「第１期蒲郡市国民健康保険保健事
業実施計画（データヘルス計画）」を策定、その後平成３０年度に「第
２期蒲郡市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」（以
下「第２期データヘルス計画」という。）を策定しました。
　第２期データヘルス計画では、特定健康診査受診率向上に向けて市民
病院における人間ドックとドック受検当日の特定保健指導を実施し、特
定健診と保健指導の連携強化、特に本市の特徴である糖尿病対策に力を
入れて、保健事業を展開してきました。令和２年度から猛威をふるった
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、特定健康診査受診率等は低
迷したものの、現在は徐々に回復しつつあります。
　今回、第２期データヘルス計画の計画期間が終了することに伴い、第
２期データヘルス計画で目指す姿の達成の有無を評価するため、保健事
業を精査・分析評価し、「第３期蒲郡市国民健康保険保健事業実施計画
（データヘルス計画）」（以下「第３期データヘルス計画」という。）
を策定します。
　また「高齢者の医療の確保に関する法律」第１９条に基づく「第４期
蒲郡市特定健康診査等実施計画」についても、保健事業の中核をなす特
定健康診査及び特定保健指導の具体的な実施方法等を定めるものである
ことから、第３期データヘルス計画と一体的に策定します。
　各関係機関と連携し、蒲郡市国民健康保険被保険者の健康の保持増
進・医療費適正化、及び生活習慣病予防と疾病の重症化予防に取り組み
ます。

計画の趣旨

　本計画の実施主体は蒲郡市健康福祉部保険年金課とし、保健事業の実
施は、健康推進課と連携し、計画（Ｐ）・実施（Ｄ）・評価（Ｃ）・改
善（Ａ）に沿って運営します。
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（１）基本情報

　被保険者等に関する基本情報

全体 % 男性 % 女性 %

人口（人） 78,443 38,717 39,726

国保加入者数（人）　　合計 14,908 100% 7,188 100% 7,720 100%

0～39歳（人） 3,203 21% 1,604 22% 1,599 21%

40～64歳（人） 5,030 34% 2,503 35% 2,527 33%

65～74歳（人） 6,675 45% 3,081 43% 3,594 46%

平均年齢（歳） 54 54 55

保健医療関係団体

国保連・国保中央会

後期高齢者医療広域連合

その他

地域の関係機関

人口・被保険者

都道府県

（市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、市栄養士会等医療関係団体）
各団体へ蒲郡市国保データヘルス計画評価策定委員会委員を委嘱し、計
画策定時だけでなく、保健事業の実施や評価、人材育成等においても、
保健医療に係る専門的見地から支援を受けます。

　国保連・国保中央会からは、計画策定等の一連の流れに対して、支援
を受けます。国保連が都道府県と共同で開催する会議、研修会や意見交
換の場へ参加し、都道府県の方針を踏まえた計画立案の考え方や評価指
標の設定の考え方などの提示を受けます。

　後期高齢者医療広域連合とは、地域の世代間の疾病構造や医療費等の
動向を連続して把握できるよう情報共有を図ります。

　計画の実効性を高めるために協力・連携する地域関係機関の情報

連携先・連携内容

　全国健康保険協会愛知支部に、蒲郡市国保データヘルス計画評価策定
委員会委員を委嘱し、地域的な健康課題等の情報共有を図ります。

（2023年3月31日時点）

（愛知県）蒲郡市国保データヘルス計画評価策定推進にあたり、蒲郡市
の健康課題に応じた助言及び情報提供等の支援を受けます。
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（２）現状の整理

被保険者数の推移

年齢別被保険者構成
割合

前期計画等に係る考察

保険者の
特性

　平成２８年度から令和元年度まで、特定健診受診率等は上昇傾
向にあったが、令和２年度から新型コロナウイルス感染症拡大に
よる特定健診受診勧奨の停止、被保険者の受診控えの影響により
減少。令和４年度においては、コロナ感染拡大前までの状態に戻
り切っていない現状であった。
　第３期計画においては、コロナ感染拡大前まで改善していた成
功要因を分析・評価し、新たな方策を加えて実施していく。また
ヤングエイジ健診や、後期高齢者医療健診との連携など長期的視
野を持って、生活習慣病有病率の低下に繋がる施策を充実してい
く。

被保険者数は年々減少している。

令和４年度末において、当市の国保被保険者のうち65歳以上が
44.5％と、ほぼ国平均と等しい。
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Ⅱ健康・医療情報等の分析と課題

健康・医療情報等のデータ分析から見えた内容
対応す
る健康

課題No.

・男性の「平均余命」は81.8歳で、県を下回り、国を上回る。「平均自立期間」は
80.7歳で、県・国を上回る。
・女性の「平均余命」は87.7歳で、県と同程度で、国を下回る。「平均自立期間」
は、85.3歳で、県・国を上回る。
・「平均余命」と「平均自立期間」の差は、男性1.1歳、女性2.4歳で、男女とも県・
国より短い。
・死因別標準化死亡比経験的ベイズ推定値が100を超える死因は、男性では「大動脈
瘤・解離」「胃がん」「大腸がん(結腸)」「くも膜下出血」「気管・肺がん」「脳梗
塞」「肺炎」であり、女性では「糖尿病」「胃がん」「大腸がん(直腸)」「肺炎」
「子宮がん」「気管・肺がん」「大腸がん(結腸)」である。女性の「糖尿病」が著し
く高い。

B

医療費の
ボリュー

ム
（経年比
較・性年
齢階級別

等）

・令和4年度「1人当たり医療費」は、26,440円で、県より高く、経年的に増加傾向
にある。
・令和4年度「総医療費」49.65億円、そのうち「生活習慣病（10疾病）総医療費」
は8.65億円である。
・「1人当たり医療費（入院）」は、県より高い。
・「1人当たり医療費（歯科）」は、国より高い。
・「10～19歳」「20～29歳」「30～39歳」「50～59歳」の1人当たり医療費
が県・国よりも高い。
・後期1人当たり医療費は、「95～99歳」が県より高い。

C

疾病分類
別の

医療費

・1人当たり医療費（入院）は、「新生物」「精神及び行動の障害」「呼吸器系の疾
患」が県より高い。循環器系疾患では「脳梗塞」「脳内出血」「くも膜下出血」が県
より高い。

・1人当たり医療費（入院外）は、「内分泌、栄養及び代謝疾患」「循環器系の疾
患」「腎尿路生殖器系の疾患」が県より高い。循環器系疾患では「高血圧性疾患」
「虚血性心疾患」が県より高い。内分泌・栄養及び代謝疾患では「糖尿病」が県より
高い。
・「肺がん」「前立腺がん」「子宮体がん」「子宮頸がん」1人当たり医療費が県・
国より高い。
・「肺がん」「前立腺がん」「乳がん」「胃がん」「子宮体がん」1人当たり医療費
は、「平成30年度」と比較して「令和4年度」が増加している。

C

後発医薬
品の使用

割合

・令和4年度「後発医薬品普及率」は「金額ベース」59.0%、「数量ベース」
79.3%で、「金額ベース」「数量ベース」ともに経年的に増加している。

C

重複・頻
回受診、
重複服薬
者割合

・令和4年度「重複投薬者数」は、「睡眠障害」3人である。
・「睡眠障害」は平成30年度5人で減少傾向にある。

C

特定健康
診査・特
定保健指
導の実施

状況

・令和3年度「特定健診受診率」は32.3%で県より低い。
・令和4年度「特定健診受診率」は、男女とも「40～44歳」「45～49歳」が県・
国より低い。男性の「50～54歳」「55～59歳」が県・国より、「60～64歳」
「65～69歳」「70～74歳」が県より低く、女性の「55～59歳」「60～64歳」
が県より低い。
・令和3年度「特定保健指導実施率」は14.7%で県より低い。
・令和3年度「積極的支援実施率」は11.1%、「動機付け支援実施率」は15.6%で
いずれも県より低い。
・令和3年度「特定保健指導利用率」は29.8%、「終了率」は14.7%で、「終了
率」は県より低い。
・令和3年度「減少率」は14.5%、「特定保健指導による減少率」は18.8%でいず
れも県より低い。

A

特定健診
結果の状

況
（有所見
率・健康
状態）

・男女とも「HbA1c」「拡張期血圧」「腹囲」「収縮期血圧」が県・国より高い。
・男性の「メタボ該当者割合」は、経年的に増加傾向し県より高い。
・女性の「メタボ該当者割合」は、平成29度から横ばいで、県より高い。
・「腎症4期」0.3%、「腎症3期」7.5%で、いずれも、県より低い。「腎症2期以
下」は91.4%で、県より高い。

E

質問票調
査の
状況

（生活習
慣）

・「飲酒日1日当たり飲酒量（3合以上）」3.0%、「飲酒頻度（飲まない）」
61.5%が県より高い。
・「3食以外の間食や甘い飲み物（ほとんどなし）」20.7%が県より高い。
・「食事速度（遅い）」8.3%、「食事速度（速い）」27.8%、「咀嚼（ほとんどか
めない）」0.9%が県より高い。
・「1日1時間以上運動なし」56.4%が県より高い。

D

参照
データ

平均寿命・平均自立期
間・

標準化死亡比　等

特定健康診
査・特定保健
指導の分析

分類

医療費の分析

図3
図4

図7
図8
図9

図10
図11
図12

図15

図16

図17
図18
図28
図29
図30

図19
図24
図25
図27

図23
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・治療なし受診勧奨値以上の割合「血圧」は、男性25.9%、女性20.4%、
「HbA1c」は、男性3.2%、女性2.6%、「LDLコレステロール」は、男性28.0%、
女性41.0%である。
・治療あり「HbA1c7.0以上」の割合は、男性26.1%、女性18.3%である。
・糖尿病治療なし「腎症2期以下」は、平成30年度と比較して令和4年度が増加して
いる。

C　D

・令和4年度「要支援・要介護認定率」は17.2%で、令和3年度までは増加し、令和
4年度に減少している。
・令和4年度「要支援・要介護認定率」は、「要介護1」「要支援1」が、県より高
い。

B

・「10万人当たり糖尿病患者数」は、国保は経年的に県より多い。
・「10万人当たり人工透析患者数」は、国保は経年的に県より多い。
・がん検診受診率は経年的に「胃がん」が県より高く、「乳がん」が県より低い。

C　D

図5
図6

図13
図14
図31

その他

介護費関係の分析

レセプト・健診結果等を
組み合わせた分析

図20
図21
図22
図26
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Ⅲ 計画全体（分析結果に基づく健康課題の抽出とデータヘルス計画（保健事業全体）の目的、目標、目標を達成するための戦略）

計画
策定時
実績

2022
（R4)

2024
（R6 )

2025
（R7 )

2026
（R8 )

2027
（R9 )

2028
（R10 )

2029
（R11 )

A ✓ 1.2.3 男性 80.7 80.9 81.1 81.3 81.5 81.7 81.9

B ✓ 3.4.10 女性 85.3 85.4 85.5 85.6 85.7 85.8 86

C ✓ 6.7.8 ⅱ 医療費の適正化 ② 1人当たり医療費 被保険者一人当たり医療費 26,440円 26,175円 25,913円 25,653円 25,396円 25,142円 24,890円

D ✓ 3.45.9 ⅲ ③
新規透析導入患者数（人口
10万人当たり人数）

人口10万人当たりの新規透析
導入患者

73 70 67 64 62 60 58

E ✓ 3.4.5 ⅳ ④ 脳血管疾患有病者割合
脳血管疾患の有病者数（人）／
被保険者数（人）

2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1

ⅴ ⑤ 虚血性心疾患有病者割合
虚血性心疾患の有病者数（人）
／被保険者数（人）

3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7

ⅵ ⑥ 糖尿病有病者割合
糖尿病の有病者数（人）／被保
険者数（人）

12.7 12.5 12.3 12.1 11.9 11.7 11.5

ⅶ ⑦ 高血圧症有病者割合
高血圧症の有病者数（人）／被
保険者数（人）

22.6 22.1 21.6 21.1 20.6 20.1 19.6

ⅷ ⑧ 脂質異常症有病者割合
脂質異常症の有病者数（人）／
被保険者数（人）

19.3 18.9 18.5 18.1 17.7 17.3 16.9

事業
番号

事業分類
重点・
優先度

1 特定健康診査 特定健康診査 重点

2 特定保健指導 特定保健指導 重点

3 重症化予防（受診勧奨） 生活習慣病重症化予防（医療受診勧奨） 重点

4 重症化予防（保健指導） 糖尿病性腎症重症化予防　 重点

5 健康教育・健康相談 若いころからの健康づくり 重点

6 後発医薬品利用促進 重点

7 重複・頻回受診、重複服薬者対策 重複・頻回受診・多剤投与者対策 重点

8 その他 がん検診

9 その他 健康づくり・インセンティブ

10 その他 歯科健康診査

後発医薬品利用促進

事業名

優先する
健康課題

対応する
保健事業

番号

男性の「メタボ該当者割合」が県平均より高く、経年的に増加傾向にある。女性の「メタボ該当者割合」は、平成29
年度から横ばいで、県より高い。長期的かつ多面的な対策が必要である。

特定健診受診率・特定保健指導実施率が低く、被保険者の健康状態がつかみにくい状況にある。被保険者自身の健康意
識の向上を図る必要がある。

健康課題

生活習慣病発症の状況改善

「１人当たり医療費」は、１０代から５０代までのうち、４０代を除く世代全てが県・国よりも高い。入院にかかるも
のは、「新生物」「脳梗塞」等、入院外については、「糖尿病」「高血圧性疾患」等が県より高い。また「肺がん」
「前立腺がん」「子宮体がん」「子宮頸がん」にかかる1人当たり医療費が県・国より高い。全体的に５０代にかかる
医療費が高く、経年的に増額傾向にある。医療費適正化と若年からの生活習慣病有病率を下げる施策等を、継続・見直
ししていく必要がある。

質問票調査の状況から、間食習慣がほとんどなしと答えた人が県平均と比較して高い。一方で男女とも「HbA1c」
「拡張期血圧」「腹囲」「収縮期血圧」が県・国より高い。また非肥満高血糖の割合も高く、特に女性の糖尿病による
死亡率が著しく高い。高血圧高血糖対策を引き続き継続・見直ししていく必要がある。

「平均自立期間」は県・国平均を上回っているが、令和４年度「要支援・要介護認定率」においては、要支援１，要介
護１の割合が県平均より高い。要介護状態になるのを防ぎ、重度化させない取組みが必要である。

ⅰ 長期的な健康度の向上
平均自立期間（要介護2以
上を除く期間）

平均自立期間（要介護2以上を
除く期間）

計画全体の目的 「蒲郡市国民健康保険被保険者の健康の保持増進」１　生活習慣病予防及び要介護となる疾病予防　２　医療費の適正化

指標の定義計画全体の目標 計画全体の評価指標

目標値

①
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2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029
年度

(R11)

1

メタボリック
シンドローム
該当者数
（人）／特定
健診受診者数
（人）

27.2 26.9 26.6 26.3 26.0 25.7 25.4

2

メタボリック
シンドローム
予備群者数
（人）／特定
健診受診者数
（人）

10.5 10.3 10.1 9.9 9.8 9.7 9.6

2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029
年度

(R11)

1

特定健診実施
者数（人）／
特定健診対象
者数（人）

35.9% 40% 44% 48% 52% 56% 60%

目標値

事業の目的
生活習慣病リスク者の発見
健康の自己管理と生活習慣改善への動機付け

No.
評価対象・方

法

計画策
定時
実績

評価指標

メタボリックシンドローム
該当者割合（法定報告）

メタボリックシンドローム
予備群者割合（法定報告）

評価指標

特定健診実施率・受診者数
（法定報告）

事業 1 特定健康診査

計画策
定時
実績

目標値

アウトカム指標

項目 No.
評価対象・方

法

事業の概要
腹囲測定及び体重から内臓脂肪の蓄積を把握し、血圧や血糖、脂質、尿検査、肝機能検査、腎臓機能検
査等の結果から生活習慣病の要因となるメタボリックシンドロームのレベルを判定する。また健診結果
及び生活習慣についての問診をもとに保健指導につなげ、生活習慣病予防・重症化予防を図る

対象者 40歳以上75歳未満の国保被保険者

項目

アウトプット指標
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庁内担当部署 保険年金課・健康推進課

民間事業者

その他の組織

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・栄養士会・市民病院）

受診勧奨委託

電話勧奨委託

JA人間ドックとの提携

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・
薬剤師会・栄養士会な

ど）

国民健康保険団体連合会

勧奨

【事業】

①個別委託医療機関（市内３0機関　５月～翌年2月末日）➡年２回勧奨状発送

③集団出張健診（年6回）➡過去５年間健診未受診者及び令和２年度（コロナ感染拡大）以降健診未受

診者へ勧奨状発送、電話勧奨を民間委託。

④人間ドック（医師会委託⇒市民病院委託）➡勧奨状発送

⑤節目人間ドック（40.45.50.55歳）➡勧奨状発送

実施およ
び

実施後の
支援

実施形態

【個別】
①個別委託医療機関（市内３0機関　５月～翌年2月末日　医師会委託）
【集団】
②ＪＡ集団人間ドック（5月～8月：地区会場８箇所　全16回　JA委託）
③集団出張健診（年6回　医師会委託）
④人間ドック（市民病院委託）

データ取得 KDB

結果提供

【事業】

①個別委託医療機関（市内３０機関　５月～翌年2月末日）➡約１か月後に結果通知発送。保健指導対

象者には個別連絡。

②ＪＡ集団人間ドック（5月～8月：地区会場８箇所　全16回）➡約１か月後に結果通知発送。保健指

導対象者には個別連絡。

③集団出張健診（年6回）➡約１か月後に結果説明会で手渡し。欠席者には個別連絡。保健指導対象見

込み者へ初回の1/2の保健指導を当日実施。

④人間ドック（医師会委託⇒市民病院委託）➡約１か月後に結果通知発送。保健指導対象者へ初回の保

健指導を当日実施。

⑤節目人間ドック（40.45.50.55歳）➡④と同

周知

その他
（事業実施上の工夫・留

意点・目標等）

【事業】

①個別委託医療機関➡勧奨状発送年２回のうち、１回を国保連へ委託し、個別の受診状況等に合わせた

勧奨状発送（令和５年度開始）。

②ＪＡ集団人間ドック➡JAと提携し、特定健診分を助成。

③集団出張健診➡電話勧奨を民間委託。保健指導対象見込み者へ当日、初回保健指導のうち1/2を実施

することとした。

④人間ドック（医師会委託⇒市民病院委託）➡結果説明、初回の保健指導を当日実施できる体制を整え

た。

⑤節目人間ドック（40.45.50.55歳）➡結果説明会への参加、あるいは初回の保健指導実施の人は自

己負担額７０００円のところ１０００円で受けられる。対象者へ勧奨状発送している。

⑥その他　　職場健診持込➡事業者健診の結果を持参した方に市指定ゴミ袋を進呈している。

⑦啓発事業　健康年齢通知

【事業】

①個別委託医療機関（市内３０機関　５月～翌年2月末日）➡受診券発送、市民病院メディネージ掲

載、ポスター掲示依頼（医師会等）、HP掲載

②ＪＡ集団人間ドック（5月～8月：地区会場８箇所　全１6回）➡JAが周知

③集団出張健診（年6回）➡勧奨状発送、電話勧奨委託、HP掲載、広報掲載

④人間ドック（医師会委託⇒市民病院委託）➡勧奨状発送、HP掲載、広報掲載

⑤節目人間ドック（40.45.50.55歳）➡勧奨状発送、HP掲載、広報掲載

ストラク
チャー

（体制）

時期・期間

【事業】
①個別委託医療機関（５月～翌年2月末日）
②ＪＡ集団人間ドック（5月～8月　全16回）
③集団出張健診（年6回）
④人間ドック（４月～翌年２月末日）

実施場所

【事業】
①個別委託医療機関（市内３0機関)
②ＪＡ集団人間ドック（地区会場８箇所）
③集団出張健診（公民館等、保健センター、蒲郡市役所）
④人間ドック（市民病院）

プロセス
（方法）
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2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029年
度

(R11)

1

※Aのうち今
年度特定保健
指導非対象者
数（人）／前
年度特定保健
指導利用者数
※A（人）

12.7％
（速報
値）

13.0% 13.4% 13.8% 14.2% 14.6% 15.0%

2

※Bのうち今
年度特定保健
指導非対象者
数（人）／前
年度特定保健
指導対象者数
※B（人）

13.5%
（速報
値）

13.8% 14.1% 14.4% 14.7% 15.0% 15.0%

2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029年
度

(R11)

1

特定保健指導
終了者数
（人）／特定
保健指導対象
者数（人）

23.4％
（速報
値）

29.5% 35.6% 41.7% 47.8% 53.9% 60.0%

2

①保健セン
ター
②市民病院人
間ドック
③医師会健診
センター
④個別医療機
関
⑤委託先1
⑥委託先2

①58人
②65人
③実施
なし
④　0人
⑤実施
なし
⑥実施
なし
（R4年
度）

①該当
者20％
②③該
当者
60％
④1人
⑤10人
⑥5人

①該当
者20％
②③該
当者
70％
④2人
⑤11人
⑥6人

①該当
者25％
②③該
当者
80％
④3人
⑤12人
⑥7人

①該当
者25％
②③該
当者
90％
④4人
⑤13人
⑥８人

①該当
者30％
②③該
当者
95％
④5人
⑤14人
⑥9人

①該当者
30％
②③該当
者
100％
④6人
⑤15人
⑥10人

特定保健指導による特定保
健指導対象者の減少率（法
定報告）

特定保健指導対象者減少率
（法定報告）

評価指標

特定保健指導実施率・実施
者数（法定報告）

各特定保健指導実施機関ご
との初回開始数

アウトカム指標

アウトプット指標

事業 2 特定保健指導

事業の目的 特定保健指導実施率の向上及び指導効果の向上

No.
評価対象・方

法

計画策
定時
実績

目標値

No.

対象者 特定保健指導該当者

事業の概要
特定保健指導受診率向上の実施体制整備及び進捗管理
特定保健指導担当者の情報共有

評価指標

評価対象・方
法

計画策
定時
実績

目標値
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その他
（事業実施上の工夫・

留意点・目標等）

健康相談や運動サポート・各種保健事業教室参加者を保健指導につなげる。
①特定保健指導の質の維持のため、ＯＪＴの実施及び保健指導研修会へ参加する。
②委託先の保健指導の質を確保するため、報告書の提出を求める。
翌年の特定健診の結果から全体の評価を実施し、体制の見直しを行う（がまごおりの保健）。

保健指導研修会・支援評価委員会の活用
ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署

時期・期間 ①６月～3月　　②４月～　　③出張健診の１か月後　④随時（３月まで）

周知

実施後の
フォロー・
継続支援

他事業 健診受診後には保健指導利用を促すリーフレットを各医療機関から配布してもらっている。

①健康推進課　地区担当保健師保健指導　保健指導レベル全て　対面・訪問・ICT型
・健康推進課での進捗管理。利用勧奨ハガキでの再勧奨（リコール）

②市民病院人間ドック　保健指導レベル全て　当日実施　対面型　個別指導
③医師会健診センター　保健指導レベル全て　当日分割実施　対面型　個別指導
④個別医療機関　医院により保健指導レベルは異なる

⑤委託先1　保健指導レベル動機付け・動機付け支援相当のみ　対面型　土曜日2名×2クール
⑥委託先2　保健指導レベル全て　ICT活用型　電話勧奨から行い成功報酬型

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師

会・薬剤師会・栄養士
会など）

国民健康保険団体連合
会

民間事業者

①各個人の状況に合わせ、きめ細やかな支援を行う。服薬除外の可能性がある者へは連絡し、除外処理を行
う
管内栄養士会の中で、栄養士が配置されている医療機関での特定保健指導実施相談支援

勧奨
①連絡のなかった方へは地区担当より電話勧奨及び訪問　不在の方へは再勧奨（リコール）の案内通知
③電話勧奨

実施およ
び

実施後の
支援

初回面接 結果説明・目標設定・体重記録表

実施場所

プロセス
（方法）

保健指導終了後の個別フォローの他、各種保健事業への参加を促し、継続的な生活改善に取り組む人を増や
す。

その他
（事業実施上の工夫・

留意点・目標等）

実施内容

①動機付け：初回面談　最終評価
②積極的：初回面談　支援ポイントを確保できるよう面接・電話・メール支援　最終評価
を基本とし本人の希望に合わせて支援を行う。また、モチベーション維持のため運動サポートなど各種保健
事業を紹介し参加を促す

特定保健指導該当者の利用券送付時に案内を同封

各会場及び保健センター
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2024年
度

(R6)

2025年
度

(R7)

2026年
度

(R8)

2027年度
(R9)

2028年
度

(R10)

2029
年度

(R11)

1

受診勧奨対象
者（レセ
有)(人）/受診
勧奨対象者
(人）

76.1% 76.5% 77.0% 78.0% 78.5% 79.0% 80.0%

2024年
度

(R6)

2025年
度

(R7)

2026年
度

(R8)

2027年度
(R9)

2028年
度

(R10)

2029
年度

(R11)

1
受診勧奨実施
者/受診勧奨対
象者

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%アウトプット指標

特定健診の結果から医療機関への受診勧奨が必要な者を把握し、受診勧奨を実施し、一定期間後受診状況をレセ
プトで確認する

選定基準

健診結果によ
る判定基準

重点対象者の基準

レセプトによ
る判定基準

①と②の両方にあてはまるものを中断者として受診勧奨を行う
①前年度特定健診を受診していない　②前々年度までに糖尿病の診断がついており、前年度には生活習慣病の治
療がない

その他の判定
基準

医師からの推薦があったもの

なし

①今回初めて中断者として名前の挙がったもの　②健康診断を受診した時点でHbA1c８以上だった者

事業の概要

アウトカム指標

糖尿病性腎症重症化予防対象：当該年度の特定健診の結果①か②に当てはまる者　①40-64歳：HbA1ｃ6.5％
以上かつ尿蛋白+以上、②65-74歳　HbA1c7.0％以上かつ尿蛋白+以上
慢性腎臓病重症化予防：当該年度の特定健診の結果①か②に当てはまる者　①eGFR45未満　②尿蛋白＋以上

評価指標

受診勧奨後の医療受
診率

事業 3

事業の目的 個別に受診勧奨受診の確認

生活習慣病重症化予防（医療受診勧奨）

目標値

No.

No.
評価対象・方

法
計画策定時

実績

評価対象・方
法

除外基準

計画策定時
実績

目標値

評価指標

受診勧奨の必要な者
のうち受診勧奨を実
施した人数・率

対象者

選定方法 特定健診の結果、KDBで確認するレセプト
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プロセス
（方法）

周知

一定期間をあけて、基本はレセプトにて受診確認を行う。あまりに血糖値が高い場合は、電話や訪問で受診結果
の確認してからレセプトでの受診確認を行う

状況によっては、福祉課や包括支援センター、社会福祉協議会など関係者への相談

返信のなかった者へは電話、面談、訪問等により、糖尿病性腎症の病態・治療の必要性・生活上（食事・運動）
の留意事項等を説明し、受診勧奨を行う。

健康推進課

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施との情報連携

その他
（事業実施上の工夫・留

意点・目標等）

手紙を送付する際、受診の報告、または受診意向（予定）などを返信してもらう文書を同封し返信を待つ。
レセプトで受診歴が６ヶ月後に確認できず国民健康保険加入者のままの場合は、再度電話による状況確認及び特
定健診受診勧奨を行う。希望者へは、フォローの保健指導を行い、検査数値を確認しながら生活改善を促す

他事業

受診勧奨対象者本人が受診しようと思う医療機関へは、事前に受診される可能性を伝える

蒲郡腎臓病ネットワーク協議会（医師会・歯科医師会・栄養士会）での取り組み内容の検討・市民公開講座や多
職種研修会の実施

庁内担当部署

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・
薬剤師会・栄養士会な

ど）

かかりつけ医・専門医

国民健康保険団体連合会 国保・評価策定委員会などの会議やKDBシステムの利用方法などを相談

勧奨

実施後の支援・評価

ストラク
チャー

（体制）

その他の組織

その他
（事業実施上の工夫・留

意点・目標等）
受診を中断してしまった理由が解決できる方法を考え、連携を図っている

手紙とパンフレットを送付し、糖尿病性腎症の情報提供と受診状況を調査する
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2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029
年度

(R11)

1
検査値変化者/
保健事業参加
者

2

HbA1ｃ8.0%
以上の者の数
（人） ／ 特定
健康診査受診
者のうち、
HbA1ｃの検
査結果がある
者の数（人）

5.5% 5.4% 5.3% 5..2% 5.1% 5.0%
5%以

下

2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029
年度

(R11)

1
（実施者数/対
象者数）

4/29人
5/30

人
5/29

人
5/28

人
5/27

人
5/26

人
5人

/25人

2
保健指導事業
参加者

参加者
数

55人
50人 50人 50人 50人 50人 50人

HbA1ｃ8.0%以上の者の
割合（KDB)

評価指標

①糖尿病性腎症重症化予防
対象者数

②保健指導事業参加者数

事業 4

ハイリスク者への受診勧奨と保健指導を行い、健康の自己管理と生活習慣病を予防し加入者の健康
を保持増進することで健康寿命の延伸と医療費を抑制する

事業の目的

糖尿病性腎症重症化予防

健診結果によ
る判定基準

レセプトによ
る判定基準

選定方法 前年度もしくは当該年度の特定健診結果で該当の数値にある者

事業の概要

①糖尿病性腎症重症化事業
②ハイリスク者個別保健事業
　②-１情報提供
　②-２保健指導
　生活習慣病の悪化が心配される者を階層化し、リーフレットによる情報提供や面談を実施する
③血糖コントロール塾7.0会
　血糖コントロールの必要な方が、自主的に取り組む生活改善を支援する
④高血圧症重症化予防の教室
　血圧が高めの方を対象とし、知識の普及と生活改善のポイントを体験しながら学び、生活改善を
促す
⑤蒲郡健康大学糖尿病予防学部（健康推進課）
　⑤-1 通学コース　⑤-2 専門コース　糖尿病について学び自分の生活改善目標に向かって取り組
む

除外基準

選定基準

対象者

個々のバラつきが大きく
各検査数値について個別に評価している

計画策
定時
実績

目標値

評価対象・方
法

過去強く拒否された方。がん等大きな病気がある方

糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者、生活習慣病で定期受診していない②－２の対象者の方

上記①当該年度の特定健診の結果　a）からc）のどれかに当てはまる者　a）40-64歳：HbA1ｃ
6.5％以上かつ尿蛋白+以上、b）65-74歳：HbA1c7.0％以上かつ尿蛋白+以上　c）医師の推薦の
あった者
②-1　受診勧奨値を超えており、服薬していないまたは前年度よりも大きく悪化した者
②-2　a)特定健診の結果、HbA1c7.0％以上の方
　　　b)特定健診の結果、服薬のため特定保健指導対象外だが、リスクが重なり将来的に重
　　　　症化が心配な方
③HbA1c7.0％前後の方
④血圧が受診勧奨値の方
⑤-1市内在住在勤で糖尿病の治療をしていない
⑤-2市内在住在勤で糖尿病の重症化予防や生活改善が必要と思われる方

上記①～④

上記①～④

評価指標

保健指導事業参加者の検査
値の変化（例：HbA1c、
血圧等）

その他の判定
基準

No.

重点対象者の基準

アウトプット指標

アウトカム指標

目標値

No.
評価対象・方

法

計画策
定時
実績
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他事業

かかりつけ医・専門医

①医療機関へは、事業を実施することを文書にて伝える。保健指導の可否について返答をもらう。
②本人へ対象となった旨を伝え、特定健診の結果が出た時点で、手紙により結果を手渡しする旨を
伝え希望日時を聞く。
③～⑤チラシ等での周知

希望者へは、フォローの保健指導を行い、検査数値を確認しながら生活改善を促す。

保健センター・自宅・公共施設　他

保健指導終了時の検査値及び一定期間をあけて、基本はレセプトにて受診確認を行う。あまりに血
糖値が高い場合は、電話や訪問で受診結果の確認してからレセプトでの受診確認を行う

利用申込

実施内容

時期・期間

健康推進課

蒲郡腎臓病ネットワーク協議会（医師会・歯科医師会・栄養士会）での取り組み内容の検討・市民
公開講座や多職種研修会の実施

かかりつけ医へのケース相談及び報告

その他の組織 状況によっては、福祉課や包括支援センター、社会福祉協議会など関係者への相談

庁内担当部署

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・
薬剤師会・栄養士会な

ど）

随時

健診結果の説明。特定保健指導・CKD媒体を使った保健指導

郵便・FAXにて希望日を申し込んでもらい日程調整を行う。またはORコードでの申し込み

連絡のない方へはこちらから電話連絡し希望を聞く。定期受診していない人へは訪問を試みる。勧奨

国民健康保険団体連合会 国保・評価策定委員会などの会議やKDBシステムの利用方法など

ストラク
チャー

（体制）

その他
（事業実施上の工夫・留

意点・目標等）

プロセス
（方法）

周知

場所

実施後のフォ
ロー・

継続支援

実施後の評価

実施およ
び

実施後の
支援

その他
（事業実施上の工夫・留

意点・目標等）

前年でも同様に数値が高いが受診していない場合には、健診受診医療機関に問い合わせるなど他の
対策を検討する。また、地区担当保健師へ相談し対策を考えている。

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施との情報連携

手紙を送付する際、受診の報告、または受診意向（予定）などを返信してもらう文書を同封し返信
を待つ。
レセプトで受診歴が６ヶ月後に確認できず国民健康保険加入者のままの場合は、再度電話による状
況確認及び特定健診受診勧奨を行う。
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2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029
年度

(R11)

1 要医療者割合
要医療者数/受
診者数

20% 19% 18% 17% 16% 15% 15%

2 要指導者割合
要指導者数/受
診者数

52% 50% 50% 45% 45% 40% 40%

2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029
年度

(R11)

1
ヤングエイジ健診受
診者数

ヤングエイジ
健診受診者数

521人 550人 550人 550人 550人 550人 550人

2 要医療者の受診割合

要医療者のう
ち医療を受診
したと回答し
た人数/要医療
者数

36.5% 40% 50% 55% 60% 65% 70%

3
要指導者への保健指
導率

保健指導実施
数/要指導者数

16.7% 20% 30% 35% 40% 45% 50%

アウトカム指標

評価指標

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・
薬剤師会・栄養士会な

ど）

受託医療機関は、医師会会員

庁内担当部署 健康推進課

その他
（事業実施上の工夫・留

意点・目標等）

自己負担金は500円
電話・FAX・メール・あいち電子申請システムで健康推進課へ申込み・乳幼児健診で申込書の提出と
申し込み方法をいくつも設けている。
R4LINEでの周知を実施し、受診率がコロナ前に戻った。

プロセス
（方法）

周知
健康ガイド、乳幼児健診・歯科検診の問診票郵送時にちらしを同封、市内保育園・幼稚園・こども園
へのちらし配布(電子媒体含む)等

実施および実施後の支援

要医療者：受診の有無の確認（返信用アンケートまたは電話）
必要であれば個別相談実施
要指導者のうち保健指導が必要と判断した人：健康相談、電話、面接、家庭訪問いずれかにより指導

勧奨
前年度受診者、20・25・30・35歳の市民（歯周病検診と同時発送）、21歳の女性市民（子宮頸が
ん検診クーポン対象者と同時発送）、一昨年度子宮頸がん検診受診者に受診票の発送

アウトプット指標

No.
評価対象・方

法
計画策定時

実績

目標値（健康がまごおり２１計画と整合性をとる）

No.
評価対象・方

法
計画策定時

実績
評価指標

ストラク
チャー

（体制）

事業5 若いころからの健康づくり

目標値

事業の目的
特定健診結果では、内臓脂肪症候群該当者や非肥満高血糖者が県平均より高い状況にある。生活習慣
病の発症抑制に向け、40歳になる前から自己の健康状態を把握し、生活習慣を見直すことを促し、改
善へと導く

事業の概要
健康診断を受ける機会が少ない・受けられる項目が少ない若い年代へ健診を受ける機会を作り、生活
改善に取り組む

対象者 18歳以上４０歳未満の市民
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2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029
年度

(R11)

1

（後発医薬品
の数量）／
（後発医薬品
のある先発医
薬品の数量＋
後発医薬品の
数量）

76.2% 78.5 80.8 83.1 85.4 87.7 90%

2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029
年度

(R11)

1
差額通知発送
者数/差額通知
発送必要者

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%差額通知発送者数・率

国民健康保険団体連合会 差額通知発送委託

後期高齢対象者へも、同様に重複・多受診者へ薬剤分析結果から服薬通知を発送するにあたり、ジェネ
リック差額（ある場合）を記載。

服薬通知と合わせた後発医薬品差額通知発送

No.
評価対象・方

法

計画策
定時
実績

目標値

評価指標

後発医薬品使用率（国保
総合システム）

評価指標

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・栄養士会・市民病院）

No.
評価対象・方

法

計画策
定時
実績

目標値

勧奨
重複・多受診者へ薬剤分析結果から服薬通知を発送するにあたり、ジェネリック差額（ある場合）を記
載。

アウトカム指標

保険年金課・健康推進課

ストラク
チャー

（体制）

民間事業者

アウトプット指標

プロセス
（方法）

庁内担当部署

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・
薬剤師会・栄養士会な

ど）

他事業

事業6 後発医薬品利用促進

事業の目的 医療費の抑制

事業の概要
現在先発医薬品を服用している被保険者に対して、後発医薬品に変更した場合の差額を示した通知をす
る。（中枢神経用薬、腫瘍用薬服用者は除外）

16歳以上の被保険者のうち、対象服用日数５日以上で1被保険者当たりの差額が200円以上の者（H30
年度以降）

対象者

周知

国保連に委託し、ジェネリック医薬品に変更した場合の差額を通知。民間事業者へ委託して発送する服薬
通知にジェネリック医薬品との差額（ある場合）を掲載し啓発。健康イベント等でジェネリックの相談及
び啓発を実施。

実施および実施後の支援
服薬通知（ジェネリック差額あり）に、かかりつけ医、薬局へ相談を記載。受託業者がコールセンターを
設置。医師会、薬剤師会と毎年情報共有し、協力依頼をしている
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2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029
年度

(R11)

1

重複・多剤投
与改善者/重
複・多剤投与
者

93.4% 93.8% 94.2% 94.6% 95.0% 95.5% 96.0%

2
重複・多剤投
与者/被保険者

5.1% 4.7% 4.4% 4.0% 3.6% 3.3% 3.0%

2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029
年度

(R11)

1

重複・多剤投
与等の通知者/
重複・多剤投
与等の通知必
要者

100％
82人

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

重複・多剤投
与の指導の参
加者/重複・多
剤投与の指導
必要者

100％
57人

100% 100% 100% 100% 100% 100%

他事業 後期高齢対象者へも、同様に重複・多受診者へ薬剤分析結果から服薬通知を発送。

庁内担当部署 保険年金課・健康推進課

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・
薬剤師会・栄養士会な

ど）

医師会、薬剤師会と情報共有し、連携体制を整える。

国民健康保険団体連合会 KDBの情報をもとに、対象者を抽出する。

ストラ
ク

チャー
（体
制）

プロセ
ス

（方
法）

周知 薬剤分析結果から対象者へ服薬通知を発送。対象者を保健師または看護師が訪問し指導。

勧奨
服薬通知において、お薬手帳の一本化及びポリファーマシーについて記載。かかりつけ医師または薬局への相
談を勧奨している。

実施および実施後の支援
薬剤分析とKDBにより、多剤及び重複服薬の傾向を把握し、対策を検討していく。
医師会や薬剤師会と現状や課題を共有し、連携体制を整える。
お薬手帳の一本化の普及とかかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師の制度の普及を行う。

民間事業者 薬剤分析委託実施。継続検討。

アウトプット指標

No.
評価対象・方

法

計画策
定時
実績

目標値

評価指標

重複・多剤投与等の者への
通知数

指導等への参加数・率

アウトカム指標

評価指標

対象者の重複・多剤投与等
の改善状況

被保険者全体での重複・多
剤投与等の人数・率

事業7 重複・頻回受診・多剤投与者対策

事業の目的 重複受診及び重複投薬への対策を実施し、生活習慣改善や健康づくりの動機付けをする。

事業の概要

①国保連合会が抽出した対象者に対し、保健師または看護師が訪問し指導を行う。
対象疾患：糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、脂肪肝、動脈硬化症、睡眠障害（睡眠薬のみ）
②医薬品分析を委託し、重複薬剤数、薬の種類数、ジェネリック医薬品変更による削減金額を個別通知。通知
後、６剤以上多剤、重複服薬、禁忌服薬のケースに対し、保健師より電話による指導実施し、かかりつけ医、
かかりつけ薬局、薬剤師への相談の推奨、また希望者には薬剤師によるお薬相談を紹介し、薬剤師会連携のも
とお薬相談（個別面談）を実施。

対象者

①２ヶ月（又は３ヶ月）連続して、１ヶ月に同一薬剤又は同様の効能・効果を持つ薬剤を２以上の医療機関か
ら処方されている者。
②前年度の1月～3月医療受診者のうち２以上の医療機関から10種類以上の薬剤処方をされた者、または同成
分の医薬品を同月中に２医療機関以上で処方されている方で3月に重複がされている者、併用禁忌約を処方され
ている者（腫瘍用薬該当者、中枢神経用薬該当者、アルカロイド系、検査用薬での多剤重複の薬効除外者は除
く）

No.
評価対象・方

法

計画策
定時
実績

目標値
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2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

1
がん精検受診
率

受診者数/
要精検者
数

胃がん：
57.1

肺がん：
67.5

大腸がん：
51.1

乳がん：
94.3

子宮がん：
56.9

胃がん：
70

肺がん：
80

大腸がん：
60

乳がん：
95

子宮がん：
60

胃がん：
75

肺がん：
85

大腸がん：
70

乳がん：
95

子宮がん：
70

胃がん：
80

肺がん：
90

大腸がん：
75

乳がん：
95

子宮がん：
75

胃がん：
80

肺がん：
90

大腸がん：
80

乳がん：
95

子宮がん：
80

胃がん：
80

肺がん：
90

大腸がん：
80

乳がん：
95

子宮がん：
80

胃がん：
80

肺がん：
90

大腸がん：
80

乳がん：
95

子宮がん：
80

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

1

がん検診受診
率
胃がん：50～69歳
肺がん：40～69歳
大腸がん：40～69
歳
乳がん：40～69歳
子宮がん：20～69
歳

受診者数/
対象者数
*「がん対策推進
基本計画」（平
成24年6月8日
閣議決定）に基
づく、がん検診
の受診率算定対
象年齢

胃がん：
4.9

肺がん：
8.2

大腸がん：
7.6

乳がん：
12.7

子宮がん：
14.6

胃がん：
10
肺がん：
15
大腸がん：
15
乳がん：
15
子宮がん：
15

胃がん：
15

肺がん：
20

大腸がん：
20

乳がん：
20

子宮がん：
20

胃がん：
20

肺がん：
25

大腸がん：
25

乳がん：
25

子宮がん：
25

胃がん：
25

肺がん：
25

大腸がん：
25

乳がん：
25

子宮がん：
25

胃がん：
25

肺がん：
25

大腸がん：
25

乳がん：
25

子宮がん：
25

胃がん：
25

肺がん：
25

大腸がん：
25

乳がん：
25

子宮がん：
25

1
がん検診受診
率

受診者数/
対象者数
受診者数/
勧奨者数

胃がん：
6.0

肺がん：
14.1

大腸がん：
11.3

乳がん：
8.9

子宮がん：
10.7

胃がん：
10
肺がん：
15
大腸がん：
15
乳がん：
15
子宮がん：
15

胃がん：
15

肺がん：
20

大腸がん：
20

乳がん：
20

子宮がん：
20

胃がん：
20

肺がん：
25

大腸がん：
25

乳がん：
25

子宮がん：
25

胃がん：
25

肺がん：
25

大腸がん：
25

乳がん：
25

子宮がん：
25

胃がん：
25

肺がん：
25

大腸がん：
25

乳がん：
25

子宮がん：
25

胃がん：
25

肺がん：
25

大腸がん：
25

乳がん：
25

子宮がん：
25

アウトカム指標

プロセス（方法）
４月末に国民健康保険加入者全員、前年度（隔年のものは前々年度）受診者へ受診票発送
９月～１０月に未受診者への受診勧奨

No. 評価指標
評価対

象・方法
計画策定時

実績

目標値（健康がまごおり２１計画と整合性をとる）

ストラクチャー（体制）
健康推進課職員３名
受託医療機関：蒲郡市医師会個別医療機関、蒲郡市医師会健診センター

アウトプット指
標（変更後）

アウトプット指
標（変更前）

事業 8 がん検診

目標値（健康がまごおり２１計画と整合性をとる）

事業の目的 がんの早期発見・早期治療　検診の対象集団の死亡率を低下させる

事業の概要
個別検診：市内委託医療機関
集団検診：保健医療センターで実施　４０歳の節目年齢（男性：３回、女性：６回）、乳がん・子宮頸がん：６回

対象者

胃がん：50歳以上の市民
胃がんリスク：40歳以上（過去に胃がんリスク検査を受診したことがない）
肺がん・大腸がん：40歳以上の市民
前立腺がん：51歳以上の奇数年齢の男性市民
B型・C型肝炎ウイルス：40歳以上で過去に受診歴のない人 ※40歳は無料
乳がん：40歳以上の女性市民（2年に1回） ※41歳のクーポン対象者は無料
子宮頸がん：20歳以上の女性市民（2年に1回） ※21歳のクーポン対象者は無料
HPV：25～54の女性市民 ※子宮頸がん検診と同時実施に限り受診可能

No. 評価指標
評価対

象・方法
計画策定時

実績
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2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029
年度

(R11)

1
特定健診問診票「生
活習慣改善意欲な
し」の減少

特定健診問診
票「生活習慣
改善意欲な
し」の減少

30.3% 30.0% 29.5% 29.0% 28.5% 28.0% 27.5%

2024
年度
(R6)

2025
年度
(R7)

2026
年度
(R8)

2027
年度
(R9)

2028
年度

(R10)

2029
年度

(R11)

1 まいかカード発行数
まいかカード
発行数

665件 690 720 740 760 780 800

プロセス（方法）
体重測定100日チャレンジに合わせ啓発し、健診後の健康管理の実践につなげている。１００日
チャレンジ実践者はまいかカードの発行対象とすることができるため、ポイントをインセンティブと
し、健康づくりへの取組を勧めている。

ストラクチャー（体制） 愛知県健康マイレージ事業の啓発と促進

アウトプット指標

No. 評価指標
評価対象・方

法

計画策
定時
実績

目標値（健康がまごおり２１計画と整合性をとる）

アウトカム指標

No. 評価指標
評価対象・方

法

計画策
定時
実績

目標値

事業の目的 愛知県健康マイレージを啓発し、健診を受け健康づくりに取り組む人を増やす

事業の概要
健診を受け、健康づくりに取り組み、１００ポイント貯めるとお店でお得に使える「まいかカード」
を発行し、粗品をプレゼント。

対象者 18歳以上の市内在住・市内在勤の人

事業 9 健康づくり・インセンティブ
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2024年
度

(R6)

2025年
度

(R7)

2026年
度

(R8)

2027年
度

(R9)

2028年
度

(R10)

2029年
度

(R11)

1
何でもかんで食べら
れる人を増やす

特定健康診査
質問票項目割
合（何でもか
んで食べるこ
とができる）/
特定健診受診
者

78.5% 80.0% 81.5% 83.0% 84.0% 85.5% 87.0%

2024年
度

(R6)

2025年
度

(R7)

2026年
度

(R8)

2027年
度

(R9)

2028年
度

(R10)

2029年
度

(R11)

1 歯周病検診受診率

受診者数/対象
者数
受診者数/勧奨
者数

17.8% 19.0% 20.5％ 22.0％ 23.5％ 25.0％ 26.5％

プロセス（方法）
４月に対象者全員へ歯周病検診受診票発送
１０月末～11月初めに未受診者への受診勧奨

ストラクチャー（体制） 健康推進課、蒲郡市歯科医師会

アウトプット指標

No. 評価指標
評価対象・方

法

計画策
定時
実績

目標値（健康がまごおり２１計画と整合性をとる）

アウトカム指標

No. 評価指標
評価対象・方

法

計画策
定時
実績

目標値（健康がまごおり２１計画と整合性をとる）

事業の目的
年齢とともに歯の喪失も増えているため、若いころから自己の口腔内の状態を知り、歯の喪失予防を図
り、生涯自分の歯で食べる人を増やす

事業の概要 市内受託歯科医院で個別検診

対象者 20歳～70歳の5歳刻み節目年齢の市民

事業 10 歯科健康診査
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V　その他

　計画の策定及び評価は、平成２９年１２月１日に設置した「蒲郡
市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）評価策定委
員会」において推進し、被保険者を代表する委員・保険医または保
険薬剤師を代表する委員・公益を代表する委員・被用者保険等を代
表する委員で構成される蒲郡市国民健康保険運営協議会に諮りま
す。

　本計画の内容は、市のホームページに掲載するほか、関係機関の
会議等において計画の周知を図ります。

　特定健康診査等の実施にあたっては、法令及び蒲郡市情報セキュ
ティポリシーを遵守し、個人情報の保護・管理を行います。
　また、特定健康診査等を受託した事業者についても、個人情報の
保護に関する法律を遵守させるとともに、契約締結時に遵守事項を
定め、管理させるものとします。業務上知り得た情報については守
秘義務を徹底し、業務終了後も同様とします。

　地域包括支援センター等と情報共有し、連携を図っていきます。
　また、令和５年度から後期高齢者医療保健事業担当と国民健康保
険保健事業担当を一体化し、より連続性のある保健事業の実施を図
ります。

データヘルス計画の
評価・見直し

データヘルス計画の
公表・周知

個人情報の取扱い

地域包括ケアに係る取
組
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Ⅵ　第４期蒲郡市特定健康診査等実施計画

２０２４年度
（令和6年度）

２０２５年度
（令和7年度）

２０２６年度
（令和8年度）

２０２７年度
（令和9年度）

２０２８年度
（令和10年

度）

２０２９年度
（令和11年

度）

39.9% 43.9% 47.9% 51.9% 56.0% 60.0%

29.5% 35.6% 41.7% 47.8% 53.9% 60.0%

26.9% 26.6% 26.3% 26.0% 25.7% 25.4%

10.3% 10.1% 9.9% 9.8% 9.7% 9.6%

２０２４年度
（令和6年度）

２０２５年度
（令和7年度）

２０２６年度
（令和8年度）

２０２７年度
（令和9年度）

２０２８年度
（令和10年

度）

２０２９年度
（令和11年

度）

9,704 9,288 8,890 8,509 8,144 7,795

3,872 4,077 4,258 4,416 4,561 4,677

501 494 487 487 473 466

148 176 203 233 255 280

メタボリックシンドロームの
該当者の減少率

実施場所

<個別健診>
①個別委託医療機関（市内　約３０機関)

<集団健診>
②ＪＡ集団人間ドック（地区会場　複数箇所）
③集団出張健診（公民館等、保健センター、蒲郡市役所）
④人間ドック（市民病院）

【特定健康診査】
対象者数

【特定健康診査】
目標とする実施者数

特定健康診査等の実態におけ
る基本的な考え方

　「特定健診受診率」は依然として国、県平均より低い状況にあり、「特定保健指導実施
率」も国・県平均より低い状況が継続している。受診勧奨の工夫及びICTを活用した保健指
導など、実施率向上に向けて多方面から試みることが必要である。
　健診結果の分析からは、男女とも「HbA1c」「拡張期血圧」「腹囲」「収縮期血圧」が
県・国より高いことがわかる。男女別に比較した場合、男性の「メタボ該当者割合」は、経
年的に増加傾向し県より高い。女性の「メタボ該当者割合」は、平成29度から横ばいだ
が、県より高い状況にある。また、「腎症4期」及び「腎症3期」はいずれも、県より低い
が、「腎症2期以下」は県より高く、健診による早期発見を促進し、保健指導に繋げること
で重症化を防ぐことが重要である。

【特定保健指導】
対象者数

特定健康診査の実施率

特定保健指導の実施率

１　達成しようとする目標

メタボリックシンドロームの
予備群の減少率

２　特定健康診査等の対象者数

【特定保健指導】
目標とする対象者数

３．１　特定健康診査等の実施方法【特定健康診査】

対象者 ４０歳以上７５歳未満の国保被保険者
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医師の判断によって追加的に実施する詳細な健診項目

血清クレアチニン検査
（eGFRによる腎機能の評価
を含む）

当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該
当した者
血圧・・・収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上
血糖・・・空腹時血糖が、100mg/dl以上、HbA1c（NGSP値）6.5％以
上又は随時血糖値が100mg/dl以上

心電図検査（12誘導心電
図）注１）

眼底検査注２）

当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該
当した者
血圧・・・収縮期140mmHg以上又は拡張期90mmHg以上
血糖・・・空腹時血糖が、126mg/dl以上、HbA1c（NGSP値）6.5％以
上又は随時血糖値が126mg/dl以上

ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧の基準に該当せ
ず、かつ血糖検査の結果の確認ができない場合、前年度の特定健康診査の結
果等において、血液検査の基準に該当するものを含む。

血圧の測定

空腹時中性脂肪又はヘモグロビンA１ｃ（ＨｂＡ１ｃ）、やむを得ない場合
は随時血糖※４

追加項目 備考

貧血検査（ヘマトクリット
値）、血色素量及び赤血球
数の測定）

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者

血糖検査

　基本的な健診項目

尿検査 尿中の糖及び蛋白の有無

血中脂質検査

空腹時中性脂肪（血清トリグリセライド）の量、やむを得ない場合は随時中
性脂肪※３の量。
高比重リポ蛋白コレステロール（ＨＤＬコレステロール）の量
低比重リポ蛋白コレステロール（ＬＤＬコレステロール）の量
空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合、
LDLコレステロールに代えて、NonーHDLコレステロールの測定でも可

肝機能検査
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST（GOT))
アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT(GPT))
ガンマグルタミルトランスフィラーゼ（γーＧＴ）

服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査（質問票※１）を含む

自覚症状及び他覚症状の有
無の検査

理学的検査（身体診察）

身長、体重及び腹囲の検査

腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準（BMIが２０未満の者、もしくは
BMIが22kg/㎡未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告した者）に基づ
き、医師が必要でないと認めるときは、省略※２可。腹囲の測定に代えて内
臓脂肪面積の測定でも可

BMIの測定 BMI＝体重（kg)÷身長（ｍ）の2乗

法定の実施項目

項 目 備 考

既往歴の調査

23



①個別委託医療機関➡約１か月後に結果通知発送。保健指導対象者には個別連絡。
②ＪＡ集団人間ドック➡約１か月後に結果通知発送。保健指導対象者には個別連絡。
③集団出張健診➡約１か月後に結果説明会にて手渡し。欠席者には個別連絡。保健指導対象
見込み者へ初回の1/2の保健指導を当日実施。
④人間ドック➡約１か月後に結果通知発送。かつ受診当日に結果説明。保健指導対象者へ初
回の保健指導を当日実施。
⑤節目人間ドック（40.45.50.55歳）➡④と同

事業者健診等の健診受診者の
データ収集方法

事業者健診の受診結果を窓口へ持参した人には、インセンティブとして市指定ゴミ袋を進呈
している。

その他（健診結果の通知方法
や情報提供等）

実施時期又は期間

【事業】
①個別委託医療機関（市内３0機関　５月～翌年2月末日）
②ＪＡ集団人間ドック（5月～8月：地区会場８箇所　全16回）
③集団出張健診（年6回）
④人間ドック（市民病院委託）
⑤節目人間ドック（40.45.50.55歳）

外部委託の方法

<①外部委託の有無>
①個別委託医療機関（蒲郡市医師会へ委託）
②ＪＡ集団人間ドック（JAへ委託）
③集団出張健診（蒲郡市医師会へ委託）
④人間ドック（蒲郡市民病院へ委託）
<②外部委託の契約形態>
①～④すべて随意契約

周知や案内の方法

【事業】
①個別委託医療機関➡受診券発送、市民病院メディネージ掲載、ポスター掲示依頼（医師会
等）、HP掲載
②ＪＡ集団人間ドック➡JAが周知
③集団出張健診➡勧奨状発送、電話勧奨委託、HP掲載、広報掲載
④人間ドック➡勧奨状発送、HP掲載、広報掲載
⑤節目人間ドック（40.45.50.55歳）➡勧奨状発送、HP掲載、広報掲載

24



４０～６４
歳

６５～７４歳

あり

なし

あり

なし

動機付け支援

積極的支援

３．２　特定健康診査等の実施方法【特定保健指導】

対象者 特定保健指導該当者

対象者の階層

腹　囲
追加リスク

①血糖 ②脂質 ③血圧
④喫煙歴

対　　　象

≧８５㎝
（男性）
≧９０㎝
（女性）

２つ以上該当

実施時期又は期間 ①６月～3月　　②４月～　　③出張健診の１か月後　④随時（３月まで）

積極的支援

外部委託の方法

<①外部委託の有無>有
<②外部委託の契約形態>
委託先１　保健指導レベル動機付け・動機付け支援相当のみ　対面型　土曜日2名×2クー
ル
委託先2　保健指導レベル全て　ICT活用型　電話勧奨から行い成功報酬型

周知や案内の方法 特定保健指導該当者の利用券送付時に案内を同封

各会場及び保健センター

初回面談　最終評価

初回面談　支援ポイントを確保できるよう面接・電話・メール支援　最終評価
を基本とし本人の希望に合わせて支援を行う。また、モチベーション維持のため運動サポー
トなど各種保健事業を紹介し参加を促す

実施場所

実施内容

上記以外で
ＢＭＩ≧２５

３つ該当
積極的支援

動機づけ支援２つ該当

１つ該当

動機づけ支援
１つ該当
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年度当初

年度の前半

年度の後半

３．３　特定健康診査等の実施方法に関する事項【年間スケジュール等】

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健

指
導

月間スケジュール 別紙１のとおり

４　個人情報の保護

保存体制、外部委託の有無

　特定健康診査等の実施にあたっては、法令及び蒲郡市情報セキュリティポリシーを遵守
し、個人情報の保護・管理を行います。
　また、特定健康診査等を受託した事業者についても、個人情報保護に関する法令順守させ
るとともに、契約締結時に遵守事項を定め、管理させるものとします。業務上知り得た情報
については守秘義務を徹底し、業務終了後も同様とします。

記録の保存方法

　特定健康診査等のデータは、国保連合会に管理及び保管を委託します。
管理・保存期間は、記録作成日の属する年の翌年（当該受診日が１月１日から３月３１日ま
での場合は当該年）の４月１日から５年間とします。被保険者が他の保険者の加入者となっ
た場合は、他の保険者の加入者となった年度の翌年度の末日とします。
　また、保存年度を経過した記録については、法令に基づき適正な処理を行います。

４月　受診券の発券と案内の一括発券案内送付
（保健指導については年間を通じた随時発券・案内）

前年度の実施結果の検証や評価。
翌年度の事業計画の検討（必要に応じた実施計画の見直し）

評価結果や事業計画を受け、次年度の委託契約の設定準備（実施機関との調整）、予算組み
等。

特定健康診査等実施計画の評
価方法

計画の策定及び評価は、平成２９年１２月１日に設置した「蒲郡市国民健康保険保健事業実
施計画（データヘルス計画）評価策定委員会」において一体的に評価・推進し、被保険者を
代表する委員・保険医または保険薬剤師を代表する委員・公益を代表する委員・被用者保険
等を代表する委員で構成される蒲郡市国民健康保険運営協議会に諮ります。

特定健康診査等実施計画の公
表方法

本計画の内容は、市のホームページに掲載するほか、関係機関の会議等において計画の周知
を図ります。

５　特定健康診査等実施計画の公表・周知

特定健康診査等を実施する趣
旨の普及啓発の方法

特定健康診査の対象者全員に対し、受診券及び問診票を送付します

６　特定健康診査等実施計画の評価・見直し

特定健康診査等実施計画の見
直しに関する考え方

本計画の見直しについては、厚生労働省の示す「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施
に向けた手引き」に基づき、「蒲郡市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）
評価策定委員会」においてデータヘルス計画と一体的に見直しをし、適宜「蒲郡市国民健康
保険運営協議会」に諮ります。
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別紙１

対象者の抽出、特定健康診
査受診券・問診票の作成

利用券・
利用案内
（随時）

利用勧奨
（随時）

特定保健
指導の実
施（個別・
集団）

一斉発送 個別・ドック 出張健診
作成
発送

記録簿
作成

個別

５月 　　　個別発送
勧奨 　　契約

　　集団

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

翌１月

２月

３月 評価 評価

４月 評価 評価

年間計画

４月

特定健康診査の実施
（個別・ドック・出張）

受診勧奨（当年度未受診者）
再利用
勧奨

時期/内容

特定健康診査 特定保健指導

受診勧奨（当年度未受診者）
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資料（図・表）
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蒲郡市
表１ 医療提供体制等の比較

県 国
実数 人口10万対 人口10万対 人口10万対

病院数 3 3.8 4.2 6.5
病床数 698 881.6 878.8 1,195.2
一般診療所数 59 74.5 73.9 83.1
⻭科診療所数 44 55.6 49.5 54.1

図１ 性・年齢階級別の人口分布および国保被保険者分布

図２ 人口、国保被保険者数と高齢化率

図３ 平均余命と平均自立期間

蒲郡市

資料（図・表）
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95 - 99

100 以上

（人）

（男性） 性・年齢階級別の人口分布

被保険者数

人口

平成30年度 令和01年度 令和02年度 令和03年度 令和04年度

人口 79,783 79,809 79,416 78,937 79,174

被保険者数 17,650 16,849 16,739 16,170 15,144

高齢化率 29.0 29.1 29.3 29.6 29.9

国保高齢化率 44.3 44.6 45.0 44.8 44.2
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平均余命と平均自立期間 【男性】
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87.7 

87.7 
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国

県
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（歳）

平均余命と平均自立期間 【女性】

平均余命

平均自立期間

令和04年度

令和04年度

人口：令和3年10月1日

被保険者数：当年度末時点

県 国
実数 人口10万対 人口10万対 人口10万対

病院数 3 3.8 4.2 6.5
病床数 698 881.6 878.8 1,195.2
一般診療所数 59 74.5 73.9 83.1
⻭科診療所数 44 55.6 49.5 54.1

蒲郡市

• 令和4年度「人口」は79,174人で、増減し
ながら令和4年度に増加しています。

• 令和4年度「国保被保険者数」は15,144
人で、年々減少しています。

• 令和4年度「市高齢化率」は29.9%で、
年々増加しています。

• 令和4年度「国保高齢化率」は44.2%で、
令和2年度までは増加し、令和4年度にか
けて減少しています。

• 男性の「平均余命」は81.8歳で、県を下回
り、国を上回っています。「平均自立期間」
は80.7歳で、県・国を上回っています。

• 女性の「平均余命」は87.7歳で、県と同程
度で、国を下回っています。「平均自立期
間」は、85.3歳で、県・国を上回っています。

• 「平均余命」と「平均自立期間」の差は、男
性1.1歳、女性2.4歳で、男女とも県・国よ



図４ 死因別標準化死亡比経験的ベイズ推定値
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死因別標準化死亡比経験的ベイズ推定値 【女性】

蒲郡市
県

平成28年～令和2年

出典：愛知県衛生研究所

平成28年～令和2年

出典：愛知県衛生研究所

• 死因別標準化死亡比経験的ベイズ推定
値が100を超える死因は、男性では、「大
動脈瘤・解離」「胃がん」「大腸がん(結腸)」
「くも膜下出血」「気管・肺がん」「脳梗塞」
「肺炎」です。

• 女性では、「糖尿病」「胃がん」「大腸がん
(直腸)」「肺炎」「子宮がん」「気管・肺がん」
「大腸がん(結腸)」です。

• その中で、特に女性の「糖尿病」が著しく高
い状況です。



図５ 要介護認定状況の推移

図６ 要介護認定状況の割合

図７ 総医療費と生活習慣病総医療費の推移
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（百万円） （円）総医療費と生活習慣病総医療費の推移 【国保】

総医療費 生活習慣病（10疾病）総医療費 保険者１人当たり医療費 県１人当たり医療費

平成30年度 令和01年度 令和02年度 令和03年度 令和04年度
要介護5 256 245 258 279 269

要介護4 452 412 417 475 481

要介護3 439 472 474 467 493

要介護2 566 575 527 505 528

要介護1 794 876 941 922 858

要支援2 526 558 600 650 640

要支援1 571 607 680 693 749

要支援・要介護認定率 15.9 16.5 17.2 17.6 17.2
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蒲郡市
県

令和04年度

• 令和4年度「要支援・要介護認定者数」
は、4,018人で、年々増加しています。

• 令和4年度「要支援・要介護認定率」は、
17.2%で、令和3年度までは増加し、令和4

• 要介護度別の認定者数割合は、高い順に
「要介護1」3.7%、「要支援1」3.2%「要支
援2」2.7%、「要介護2」2.3%、「要介護3」
2.1%、「要介護4」2.1%、「要介護5」1.1%
です。

• 「要介護1」、「要支援1」の割合は、県より

• 令和4年度「1人当たり医療費」は、26,440
円で、経年的に増加傾向がみられ、県より
高い状況です。

• 令和4年度「総医療費」49.65億円、そのう
ち「生活習慣病（10疾病）」は8.65億円
です。

• 「生活習慣病（10疾病）」は、年々減少
しています。



図８ 被保険者１人当たり医療費

図９ 年齢階級別１人当たり医療費
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• 「1人当たり医療費（入院）」は、県より高
い状況です。

• 「1人当たり医療費（⻭科）」は、国より高

【国保】
• 「10~19歳」「20~29歳」「30~39歳」
「50~59歳」の1人当たり医療費が、県・国
よりも高い状況です。

【後期】
• 一定の障がいにより加入した「65~69歳」
「70~74歳」の1人当たり医療費は、県・国
と同様に、他の年齢階級に比べて高い状
況です。

• 「95~99歳」が、県より高い状況です。



図１０ 疾病大分類別１人当たり医療費
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蒲郡市 県 令和04年度
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【入院】
• 「新生物」「循環器系の疾患」「精神及び
行動の障害」の順に高く、「新生物」「精神
及び行動の障害」「呼吸器系の疾患」が、
県より高い状況です。

【入院外】
• 「内分泌、栄養及び代謝疾患」「新生物」
「循環器系の疾患」「筋骨格系及び結合
組織の疾患」の順に高く、「内分泌、栄養
及び代謝疾患」「循環器系の疾患」「腎尿



図１１ 疾病中分類別１人当たり医療費

1,058 

152 

52 

8 

3 

2 

1,776 

602 

352 

241 

243 

32 

26 

50 

40 

200 

798 

142 

53 

9 

5 

2 

1,481 

625 

338 

225 

221 

57 

14 

50 

53 

246 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

高血圧性疾患

虚血性心疾患

脳梗塞

動脈硬化症

脳内出血

くも膜下出血

糖尿病

脂質異常症

炎症性多発性関節障害

関節症

脊椎障害（脊椎症含む）

椎間板障害

頸腕症候群

腰痛症及び坐骨神経痛

肩の障害

骨の密度及び構造の障害

（円）

疾病中分類別１人当たり医療費 【入院外】
※循環器系疾患、内分泌・栄養及び代謝疾患、筋骨格系及び結合組織疾患

332 

381 

256 

73 

12 

7 

322 

286 

157 

57 

15 

12 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

虚血性心疾患

脳梗塞

脳内出血

くも膜下出血

高血圧性疾患

動脈硬化症

（円）

疾病中分類別１人当たり医療費 【入院】
※循環器系疾患

蒲郡市 県 令和04年度

令和04年度

【入院】
• 循環器系疾患では、「脳梗塞」「虚血性心
疾患」「脳内出血」「くも膜下出血」の順に
高く、「脳梗塞」「脳内出血」「くも膜下出
血」が県より高い状況です。

【入院外】
• 循環器系疾患では「高血圧性疾患」が最
も高く、「高血圧性疾患」「虚血性心疾患」
が県より高い状況です。

• 内分泌・栄養及び代謝疾患では、「糖尿
病」「脂質異常症」の順に高く、「糖尿病」
が県より高い状況です。

• 筋骨格系及び結合組織疾患では、「炎症
性多発性関節障害」「脊椎障害」「関節
症」「骨の密度及び構造の障害」の順に高
く、「脊椎障害」「関節症」「頚腕症候群」
が県より高い状況です。

保険者(循環器) 県(循環器) 保険者(内分泌) 県(内分泌) 保険者(筋骨格) 県(筋骨格)



図１２ 主要がん１人当たり医療費
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蒲郡市 県 国

令和04年度 • 「肺がん」「大腸がん」「前立腺がん」「乳が
ん」の順に高い状況です。

• 「肺がん」「前立腺がん」「子宮体がん」「子
宮頸がん」が県・国より高い状況です。

• 「肺がん」「前立腺がん」「乳がん」「胃がん」
「子宮体がん」は平成30年度と比較して令



図１３ 糖尿病患者数の推移

図１４ 人工透析患者数、新規人工透析患者数の推移
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平成30年度 令和01年度 令和02年度 令和03年度 令和04年度
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• 令和４年度「糖尿病患者数」は「国保」
2,003人、「後期」3,869人です。

• 「被保険者10万人当たり糖尿病患者数」
は、「国保」は経年的に県より多い状況で
す。

• 「被保険者10万人当たり糖尿病患者数」
は、「国保」「後期」とも、平成30年度より

• 令和4年度「人工透析患者数」は、「国保」
34人、「後期」161人です。

• 令和4年度「新規人工透析患者数」は、
「国保」11人、「後期」26人です。

• 令和4年度「10万人当たり人工透析患者
数」は、「国保」225人、「後期」は1,175人
で、国保は経年的に県より多い状況です。

• 令和4年度「10万人当たり新規人工透析
患者数」は、「国保」73人で、平成30年
度、令和元年度、令和2年度、令和4年
度は県より多い状況です。「後期」は、190
人で、令和元年度、令和3年度は県より多
い状況です。



図１５ 後発医薬品の普及状況

図１６ 重複投薬者数の推移
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• 令和4年度「後発医薬品普及率」は「金額
ベース」59.0%、「数量ベース」79.3%です。

• 「後発医薬品普及率」の経年推移は、「金
額ベース」「数量ベース」とも増加しています。

• 令和4年度「重複投薬者数」は、「睡眠障
害」3人です。

• 令和2年度「睡眠障害」5人「糖尿病」1人
でしたが、令和3年度、令和4年度は「睡眠
障害」のみの状況です。

• 「睡眠障害」は平成30年度5人で減少傾
向がみられます。



図１７ 特定健診受診者数・受診率の推移

図１８ 性・年齢階級別特定健診受診率

図１９ 特定健診有所見者割合
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• 令和3年度の特定健診は、「対象者数」
11,297人、「受診者数」3,650人、「受診
率」32.3%です。

• 「受診率」は、平成29年度、令和2年度、
令和3年度は、県より低い状況です。

• 蒲郡市、県とも、令和2年度、令和3年度
の受診率が低下しています。

• 男女とも「40~44歳」「45~49
歳」の受診率が、県・国より低い
状況です。

• 男性の「50~54歳」「55~59歳」
が県・国より、「60~64歳」
「65~69歳」「70~74歳」が低い
状況です。

• 女性の「55~59歳」「60~64歳」
が県より低い状況です。

• 男性の「55~59歳」、女性の
「45~49歳」を除き年齢階級とと
もに増加傾向がみられます。

• 男性の有所見者割合は、
「HbA1c」76.1%、「腹囲」
60.3%、「収縮期血圧」55.0%の
順に高く、女性は、「HbA1c」
79.6%、「LDLコレステロール」
55.9%、「収縮期血圧」50.5%の
順に高い状況です。

• 男女とも「HbA1c」「拡張期血
圧」「腹囲」「収縮期血圧」が県・
国より高い状況です。



図２０ 治療有無別血圧区分別該当者数

図２１ 治療有無別HbA1c区分別該当者数
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【治療あり】
• 「収縮期血圧160mmHg以上ま
たは拡張期血圧100mmHg以
上」は男性1,005人のうち92人
（9.2%）、女性1,052人のうち
95人（9.0%）です。

【治療なし】
• 受診勧奨判定値「収縮期血圧
140mmHg以上または拡張期血
圧90mmHg以上」は、男性814
人のうち211人（25.9%）、女性
1,354人のうち276人（20.4%）
です。

• すぐに医療機関の受診が必要と
される「収縮期血圧160mmHg
以上または拡張期血圧
100mmHg以上」は、男性53人
（6.5%）、女性45人（3.3%）

【治療あり】
• 合併症のリスクが高まる「7.0以
上」は、男性537人のうち140人
（26.1%）、女性515人のうち
94人（18.3%）です。

• 治療強化が困難な際の目標値
「8.0以上」は、男性44人
（8.2%）、女性18人
（3.5%）です。

【治療なし】
• 受診勧奨判定値「6.5%以上」
は、男性1,282人のうち41人
（3.2%）、女性1,895人のうち
49人（2.6%）です。



図２２ 治療有無別LDLコレステロール区分別該当者数

図２３ 標準的な質問票の項目別回答者割合
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令和04年度

令和04年度
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【治療あり】
• 「180mg/dl以上」は男性786人
のうち22人（2.8%）、女性
1,144人のうち65人（5.7%）で
す。

【治療なし】
• 受診勧奨判定値「140mg/dl以
上」は、男性1,033人のうち289
人（28.0%）、女性1,266人の
うち519人（41.0%）です。

• すぐに医療機関の受診が必要と
される「LDLコレステロール
180mg/dl以上」は、男性30人
（2.9%）、女性87人（6.9%）
です。

• 「飲酒日1日当たり飲酒量（3
合以上）」3.0%、「飲酒頻度
(飲まない)」61.5%が県より高い
状況です。

• 「3食以外の間食や甘い飲み物
（ほとんどなし）」20.7%が県よ
り高い状況です。

• 「食事速度（遅い）」8.3%、
「食事速度（速い）」27.8%、
「咀嚼（ほとんどかめない）」
0.9%が県より高い状況です。

• 「1日1時間以上運動なし」
56.4%が県より高い状況です。



図２４ メタボ該当者・予備群割合の推移

図２５ 性・年齢階級別メタボ該当者・予備群の割合
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• 令和3年度メタボ該当者割合は、「男性」
39.9%、「女性」15.1%、メタボ予備群割合
は「男性」17.4%、「女性」6.2%です。

• 男性の「メタボ該当者割合」は、経年的に
増加しており県より高い状況です。

• 女性の「メタボ該当者割合」は、平成29度
から横ばいで、県より高い状況です。

• 「メタボ予備群割合」は、男女とも県と同様
に推移し、平成29年度より令和3年度は増
加しています。

• メタボ該当者割合は、男女とも県と同様に
年齢階級とともに増加傾向がみられ、男性
は全年齢階級で県より高く、女性は
「55~59歳」以上の年齢階級で県よりも高
い状況です。

• また、男性の「55~59歳」は43.3%がメタボ
該当者で、県より著しく高い状況です。

• メタボ予備群割合は、男性の「60~64歳」
「65~69歳」、女性の「45~49歳」「70~74
歳」が県よりも高い状況です。

該当者（保険者） 該当者（県）予備群（保険者） 予備群（県）該当者（保険者） 予備群（保険者） 予備群（県）該当者（県）
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図２６ 糖尿病性腎症病期別、糖尿病治療有無別人数

図２７ 糖尿病性腎症病期別割合
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「糖尿病あり」の定義：空腹時血糖126㎎/dl以上またはHbA1c6.5 ％以上または当年度に糖尿病（2型糖尿病）に該当するレセプト
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• 「糖尿病治療なし」の「腎症3期」は、平成
30年度3人から、増減あるも令和4年度3
人です。

• 「糖尿病治療なし」の「腎症2期以下」は、
平成30年度81人から、令和4年度90人と
増加しています。

• 「糖尿病治療あり」は「腎症2期以下」「腎
症3期」「腎症4期」それぞれ増減しながら令
和4年度にはいずれも減少しています。

• 「腎症4期」0.3%、「腎症3期」7.5%で、い
ずれも、県より低い状況です。

• 「腎症2期以下」は91.4%で、県より高い状
況です。



図２８ 積極的・動機付け支援別実施者数・実施率の推移
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• 令和3年度「特定保健指導実施率」は
14.7%で、平成29年度、平成30年度、令
和元年度は県より高く、令和3年度は県よ
り低い状況です。

• 令和3年度「積極的支援実施率」は11.1%
で、「動機付け支援実施率」は15.6%で、い
ずれも県より低い状況です。

• 特定保健指導実施率「動機付け支援」
は、平成30年度から令和2年度にかけて著
しく減少しました。



図２９ 特定保健指導利用率・終了率（実施率）の推移

図３０ 特定保健指導対象者の減少率の推移

図３１ がん検診受診率の推移
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• 令和3年度特定保健指導「利用率」
29.8%、「終了率」14.7%で、令和3年度の
終了率は県より低い状況です。

• 令和3年度の「特定保健指導対象者の減
少率」は14.5%、「特定保健指導による減
少率」は18.8%です。

• いずれも、増減しながら令和3年度に増加
していますが、平成29年度から横ばい状況
です。

• 令和2年度がん検診受診率は「胃がん」
9.3%、「大腸がん」6.4%、「肺がん」6.6%、
「乳がん」11.7%、「子宮頸がん」14.3%で
す。

• 「胃がん」は経年的に県より高い状況です。
• 「乳がん」は経年的に県より低い状況です。
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